
特記仕様書

委託業務名：Ｒ６徳土 粟津港（松茂地区） 松・豊久 岸壁維持業務

（適用）

第１条 設計書及び本特記仕様書に記載なき事項については、「徳島県土木工事共通仕様書（平成２８年７月）

徳島県県土整備部」等によるものとし、本特記仕様書は共通仕様書より優先する。

「徳島県土木工事共通仕様書 平成28年7月」に対する【変更】及び【追加】仕様事項は、次のとおりとする。

（共通仕様書の読み替え）【変更】

「徳島県土木工事共通仕様書 平成28年7月」の「第1編共通編」において、「7日以内」、「5日以内」、「7

日まで」とあるのは「土曜日、日曜日、祝日等を除き14日以内」と、「翌月5日」とあるのは「翌月10日」と、

それぞれ読み替えるものとする。また、「1-1-1-5 施工計画書」において、「請負対象金額」とあるのは「当

初請負対象金額」に、「1-1-1-14 土木施工管理技術検定制度等の活用」において、「建設機械施工」とあるの

は「建設機械施工管理」に、「農業土木」とあるのは「農業土木又は農業農村工学」に、「1-1-1-15 現場代理

人及び主任技術者等 4.低入札技術者」において、「主任技術者又は監理技術者」とあるのは「主任技術者、

監理技術者又は監理技術者補佐」に、「1-1-1-34 工事関係者に対する措置要求」において、「主任技術者（監

理技術者）」とあるのは「主任技術者（監理技術者）、監理技術者補佐」に、「1-1-1-35 工事中の安全確保」

において、「土木工事安全施工技術指針（国土交通大臣官房技術審議官通達、平成21年3月31日）」とあるのは、

「土木工事安全施工技術指針（国土交通大臣官房技術審議官、令和4年2月18日）」に、「建設事務次官通達、

平成5年1月12日」とあるのは「国土交通省告示第496号」に、「2-1-3-1県内産資材の原則使用」において、

「請負代金額」とあるのは「当初請負代金額」と読み替えるものとする。

「徳島県土木工事共通仕様書 平成28年7月」において、「約款第21条」とあるのは「約款第22条」と、「第

21条」とあるのは「第22条」と、「約款第22条第1項」とあるのは「約款第23条第1項」と、「約款第23条」と

あるのは「約款第24条」と、「約款第23条第2項」とあるのは「約款第24条第2項」と、「約款第26条」とある

のは「約款第27条」と、「約款第28条」とあるのは「約款第29条」と、「約款第29条」とあるのは「約款第30

条」と、「約款第29条第1項」とあるのは「約款第30条第1項」と、「約款第29条第2項」とあるのは「約款第3

0条第2項」と、「約款第31条」とあるのは「約款第32条」と、「約款第31条第2項」とあるのは「約款第32条第

2項」と、「約款第33条」とあるのは「約款第34条」と、「約款第34条」とあるのは「約款第35条」と、「約款

第37条」とあるのは「約款第38条」と、「約款第37条第2項」とあるのは「約款第38条第2項」と、「約款第37

条第3項」とあるのは「約款第38条第3項」と、「約款第38条第1項」とあるのは「約款第39条第1項」と、「約

款第41条第2項」とあるのは「約款第54条」と、「第43条第2項」とあるのは「第44条第3項」とそれぞれ読み替

えるものとする。

（作業の実施時期）

第２条 本業務の水中掘削（サンドポンプ）の施工にあたっては，監督員の指示（指示予定日：海苔の種付け

（令和６年１１月上旬））までに施工すること。この予定の変更に伴い工期変更の必要が生じる場合には，監

督員と協議することができる。

（業務範囲）

第３条 本業務における業務範囲については、松茂第２岸壁の鋼管杭周辺の被覆防食及び電気防食の施工箇所に

堆積する土砂の掘削である。１箇所あたり平均約１m3の掘削を想定しているが、別途工事で実施する被覆防食

及び電気防食の設置に支障がないと認められる場合には、必ずしも設計図面のとおり水中掘削する必要はない。

この予定の変更に伴い業務数量の変更が生じる場合には、監督員と協議することができる。

（現場責任者について）

第４条 受注者は、「現場責任者届」をこの契約を締結した日の翌日から起算して１０日以内（徳島県の休日を

定める条例（平成元年徳島県条例第３号）第１条第１項各号に掲げる日を除く。）（１０日以内に現場作業を

開始する場合は、作業開始の前日まで）に、監督員へ提出しなければならない。現場責任者を変更したときも、



同様とする。

（業務内容及び施工管理について）

第５条 本業務は別途「Ｒ６徳土 粟津港（松茂地区） 松・豊久 被覆防食工事（担い手確保型）（２）」で

実施する被覆防食の施工箇所に堆積する土砂の撤去である。

受注者は，港湾工事出来高管理基準及び港湾工事品質管理基準に基づき管理すること。なお、水中掘削の施

工において，水中掘削完了後速やかに監督員の出来型確認検査を受検すること。監督員が検査した箇所の堆砂

に関しては，復旧を求めないものとする。

（再生資源利用計画）

第６条 受注者は、資源の有効な利用の促進に関する法律（以下「資源有効利用促進法」という。）に基づく建

設業に属するる事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25建

設省令第19号）第8条で規定される工事、又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル

法）施行令第 2 条で規定される工事（以下「一定規模以上の工事」という。）において、コンクリート（二次

製品を含む。）、土砂、砕石、加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には、（一財）日

本建設情報総合センターの建設副産物情報交換システム（以下「ＣＯＢＲＩＳ」という。）により再生資源利

用計画書を作成し、監督員に写しを提出しなければならない。また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利

用計画を公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

（再生資源利用促進計画）

第７条 受注者は、資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利

用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25建設省令第20号）第7条で規定される工事、

又は一定規模以上の工事において、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生

木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には、ＣＯＢＲＩＳにより再生資源利用促進

計画書を作成し、監督員に写しを提出しなければならない。

また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

（実施書の提出）

第８条 受注者は、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成した場合には、工事完了後速やかに

ＣＯＢＲＩＳにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し、監督員に提出しなければなら

ない。

（建設リサイクル法通知済証の提示）

第９条 受注者は、一定規模以上の工事においては、工事現場の公衆の見やすい場所に工事着手日までに「建設

リサイクル法通知済証」を掲示し、工事しゅん工検査が終了するまで存置しておかなければならない。また、

「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景の写真は、電子納品の対象書類とし、「徳島県電子納品運用ガイ

ドライン【土木工事編】」に基づき提出することとする。なお、「建設リサイクル法通知済証」は契約締結後

から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。

（受領書の交付）

第１０条 受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速や

かに受領書を搬入元に交付しなければならない。

（再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等）

第１１条 受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工

事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出

先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。

また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付し監督員に提出するとともに、工事現場において公衆の見や

すい場所に掲げなければならない。



（建設発生土の運搬を行う者に対する通知）

第１２条 受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、「7.再生資源利用促進計

画」に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量）と「11.再生資源利用促進計画を作成する上での確認

事項等」で行った確認結果を、委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。

（建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等）

第１３条 受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づ

き、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載

した内容と一致することを確認するとともに、監督員に写しを提出しなければならない。

（資材価格高騰に対する特例措置）

第１４条 本業務は、資材価格高騰に対する特例措置の対象業務である。

２ 本業務は、当初契約締結後において、設計単価の適用年月を、積算月から契約月へ変更するものとする。


